
令和８年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 

 

令和８年３月 19 日制定 

 

１ 趣旨  

  夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても例年、熱中症が多数発生

しており、令和４年から令和６年の３年連続で、重篤化して死亡に至る事例が年間

30 人程度発生する状態が続いたことから、業界、事業場ごとに、熱中症予防対策に

取り組んでいるところである。昨年までの「STOP！熱中症 クールワークキャンペ

ーン」においても、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症

の予防に取り組んできた。 

  昨年１年間の職場における熱中症の発生状況（速報値）を見ると、死亡を含む休

業４日以上の死傷者数は 1,681 人、うち死亡者数は 15 人となっている。死亡者数

は減少したものの、死傷者数は前年比約４割の大幅な増加となっており、業種別に

みると、死傷者数については、建設業 278 人、製造業 337 人となっており、全体の

約４割がこれら２つの業種で発生している。また、死亡者数は、建設業が最も多く、

警備業が続いている。熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった

事例や、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所

見を有している者への配慮を行っていなかった事例も見られた。 

  このため、本キャンペーンを通じ、すべての職場において、本年３月に定められ

た「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講

ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は①湿球黒球温度の値（WBGT 値）

の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②熱中症の重篤化による

死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するため

の措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を行うこと、③糖尿病、高血圧

症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等

の意見を踏まえた配慮を行うことなど、重点的な対策の徹底を図る。 

  なお、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の者についても、上記措置

の対象に含める。 

 

２ 期間 

  令和８年５月１日から９月 30 日までとする。 

  なお、令和８年４月を準備期間とし、令和８年７月を重点取組期間とする。 

 

３ 主唱 

  厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業

労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団
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法人全国警備業協会 

 

４ 協賛 

  公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 

 

５ 後援（予定） 

関係省庁 

 

６ 主唱者及び協賛者等による連携 

  各関係団体における実施事項についての情報交換及び相互支援の実施 

 

７ 主唱者の実施事項 

（１）厚生労働省の実施事項 

  ア 熱中症予防に係る周知啓発資料等の作成、配布 

イ 熱中症予防に係る有益な情報等を集めた特設サイトの運営 

  （ア）災害事例、効果的な対策、好事例、先進事例の紹介 

  （イ）熱中症予防に資するセミナー、教育用ツール等の案内 

ウ 各種団体等への協力要請及び連携の促進 

エ 都道府県労働局、労働基準監督署による事業場への啓発・指導 

オ その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項 

（２）各労働災害防止協会等の実施事項 

  ア 会員事業場等への周知啓発 

  イ 事業場の熱中症予防対策への指導援助 

  ウ 熱中症予防に資するセミナー等の開催、教育支援 

  エ 熱中症予防に資するテキスト、周知啓発資料等の提供 

  オ その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項 

 

８ 協賛者の実施事項 

（１）有効な熱中症予防関連製品及び日本産業規格を満たした WBGT 指数計の普及促

進 

（２）その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項 

 

９ 各事業場における重点実施事項 

  「職場における熱中症防止のためのガイドライン」（別添）に基づく措置を実施

することが望まれる。 

このため、準備期間中は、同ガイドラインを踏まえた準備、事前確認、検討等

を重点的に行うとともに、重点取組期間中は、当該措置の確実な実施、取組状況

の総点検、必要に応じた追加対策の検討等を行う。 
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